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令和２年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 
 

課名  水道企業課         

 

○ 

事 

業 

制 

度 

に 

つ 

い 

て 

事 業 名 大容量送水管整備事業 

事 業 目 的 
老朽化した既設管の大規模な修繕や更新を行うため、水道管を複線化し、
緊急時に対応するための貯留機能と応急給水拠点機能を付加した大容量送
水管として整備することで、水道水を安定供給する。 

採 択 基 準 

・資本単価が70円/㎥以上であること。 
・南海トラフ地震防災対策推進地域、自然災害による水道施設の被害の 
経験地域又は今後特にそのおそれがある地域における事業であること。 

・地震等の災害時には、給水タンク車、消防車への給水、仮設給水栓に 
よる応急給水など、防災活動の拠点となるものであること。 

概      要 

(メニュー) 

・補助率 １／３ 
・補助対象施設 
緊急時に対応するための貯留機能を合わせ持つ大容量の送水管 

○ 

費 

用 

対 

効 

果 

の 

分 

析 

に 

つ 

い 

て 

 

＊ 

費 

用 

便 

益 

B/C 

＊ 

効 

果 

の 

項 

目 

う

ち

貨

幣

換

算

す

る

項

目

》

Ｂ

《  

・漏水等事故による減断水被害額の低減 
・地震被害による減断水被害額の低減 

そ 

の 

他 

項 

目 

・費用対便益分析は、「水道事業の費用対効果マニュアル(平成23年7月)厚生 
労働省健康局水道課」による。 

・費用、便益とも、物価変動分を除去するためにデフレータにより基準年度の 
実質価格に変換した上で、社会的割引率を用いて現在価値化を行う。 

・社会的割引率：4％ 
・デフレータ(建設費用)：建設工事費デフレータ（国土交通省総合政策局） 
・デフレータ(維持管理費用）：国内企業物価指数（日本銀行） 

費

用

》

Ｃ

《

の

算

定 

・費用として計上する項目は、当該事業に要する総事業費及び便益を継続的に発現 
させるために必要となる維持管理費及び更新費とする。 

・算定期間は事業の完了後50年間とする。 
・算定期間中に、耐用年数に達する施設・設備は更新費を計上する。 
・算定の最終年度で耐用年数に達していない施設の費用は、使用年数に応じて残存 
価格を算定し、これを現在価値化して費用から控除する。 

費

用

便

益

比

の

基

準 

・再評価時における費用対便益は、「残事業の投資効率性」と「事業全体の投資 
効率性」の両者による評価を実施する。 

・事業の投資効率性は、費用便益比（B/C）が1.0以上であることを原則とする。 
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令和２年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔水道企業課〕 

 番   号 ３ 
事 業 名 

(路線･河川名等)      

大容量送水管整備事業 

（東部広域水道事務所内管路（東濃・可茂地域）） 

事業実施  

箇    所 
東濃・可茂地域（県営水道供給区域） 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２３年度 完了予定年度 令和３４年度 

再評価の実施基準 事業着手年度から１０年間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的  

老朽化した既設管の大規模な修繕や更新を行うため、水道管を複線化し、緊急時に対応

するための貯留機能と応急給水拠点機能を付加した大容量送水管として整備することで、

水道水を安定供給する。 

事業概要  

事業延長 Ｌ＝約115km 口径φ200mm～φ1,500mm 

水道管整備（開削工、非開削工） 

概 要 図  

 

 

  

 

 

 

全体計画延長 L=約 115km 

実施済み延長 L=約 38km 

残計画延長  L=約 77km 

可茂地域 

東濃地域 

H23～R4 

R5～R14 

R15～R34 
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前回 今回

(基準年：H22） (基準年：R2）

H23～R34 H23～R34

267.8 388.1

2.1 3.2

269.9 391.3

581.9 810.7

100.8 130.3

682.7 941.0

2.5 2.4

令和２年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業名

【水道事業】　大容量送水管整備事業

■事業内容

水道管整備　事業延長L=115km、口径φ200mm～φ1,500mm（開削工、非開削工）

■費用対効果分析結果

区分 備考

事業期間

費用
(億円)

事業費

維持管理費

合計（Ｃ）

効果
(億円)

漏水等事故による減断水被害額の低減

地震災害による減断水被害額の低減

合計（Ｂ）

費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析の分析方法

・水道事業の費用対効果分析マニュアル／厚労省健康局水道課/H23.7

■費用対効果分析結果の要因変化（計画時との比較）

【費用の主な変化要因】
・鉄道、河川の横断など、非開削工を必要とする延長が増えたため、事業費が増加した。
・現在価値化した事業費は、評価基準年の更新により増加した。

【効果の主な変化要因】
・既設送水管の老朽化進行により、前回計画時の10年前と比べ、評価算定期間中の
　漏水事故等による減断水被害額が増加した。
・現在価値化した便益は、評価基準年の更新により増加した。

【費用対効果分析の結果】
・費用便益比（B/C)は、前回計画時の2.5から2.4に減少したが、1を上回っており、
　十分な事業効果が確保される見通しである。
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